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議案第４６号 資料 

 
●上尾市立小・中学校職員服務規程 

（昭和32年10月８日教育委員会規則第４号） 

 
（育児休業等） 

第17条の２ 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号。

以下「育児休業法」という。）第２条第２項の規定により育児休業の承認を受けよ

うとするときは原則として育児休業をしようとする期間の始まる日の１月前（当該

請求に係る子の出生の日から起算して５７日までの期間内に育児休業をしようと

する場合にあっては、２週間前）までに、育児休業法第３条第１項の規定により育

児休業の期間の延長の承認を受けようとするときは原則として現に承認を受けて

いる育児休業の期間の満了する日の１月前（当該請求に係る子の出生の日から起算

して５７日までの期間内にしている育児休業（当該期間内に延長後の育児休業の期

間の末日とされる日があることとなるものに限る。）の期間を延長しようとする場

合にあっては、２週間前）までに、第７号様式の２による育児休業承認請求書をも

って教育委員会に請求しなければならない。 

２ 職員は、育児休業法第10条第２項の規定により育児短時間勤務の承認を受けよう

とするとき、又は育児休業法第11条第１項の規定により育児短時間勤務の期間の延

長を受けようとするときは、職員の育児休業等に関する条例（平成４年埼玉県条例

第６号。以下「育児休業条例」という。）第13条の規定により、第７号様式の３に

よる育児短時間勤務承認請求書をもって教育委員会に請求しなければならない。 

３ 職員は、育児休業法第19条第１項の規定により部分休業の承認を受けようとする

ときは、第７号様式の４による部分休業承認請求書をもって教育委員会に請求しな

ければならない。 

４ 職員は、育児休業条例第３条第４号の規定により再度の育児休業をしようとする
ときは、あらかじめ第７号様式の５による育児休業等計画書を育児休業承認請求書
とともに教育委員会に提出しなければならない。 

５４ 職員は、育児休業条例第11条第５号の規定により再度の育児短時間勤務をしよ

うとするときは、あらかじめ第７号様式の５による育児休業等計画書育児短時間勤

務計画書を育児短時間勤務承認請求書とともに教育委員会に提出しなければなら

ない。 

６５ 職員は、第１項から第３項までの規定による請求に関し、教育委員会の指示が

あった場合は、当該請求の事由を証明する書類を提出しなければならない。 

 

凡例 「○○○」を加える場合・・・○○○ →太字＆網掛け 

「△△△」を削る場合・・・・△△△ →取消線＆斜体字 

ただし、改正する条等の部分のみ表記 

【改正要旨】 

１、育児休業及び産後パパ育休（子の出生日から５７日間以内に取得する育児休業）

が原則２回まで取得可能になることに伴う、規定及び様式を変更。 

２、産後パパ育休の請求期限（育児休業をしようとする期間の始まる日の２週間前）

を追加。 
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改正案 現行 
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改正案 現行 

 

 

 


